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平
成
十
七
年
度
常
陸
太
田
市
工
業
用
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
常
陸
太
田
市
一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
常
陸
太
田
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
常
陸
太
田
市
老
人
保
健
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
常
陸
太
田
市
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
常
陸
太
田
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
常
陸
太
田
市
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
常
陸
太
田
市
戸
別
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
常
陸
太
田
市
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
常
陸
太
田
市
宅
地
分
譲
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
常
陸
太
田
市
水
道
事
業
会
計
予
算
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
常
陸
太
田
市
工
業
用
水
道
事
業
会
計
予
算
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
助
役
の
選
任
に
つ
い
て

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
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（
三
月
定
例
会
）

　
問
　
議
案
第
２
号
常
陸
太
田
市
国

民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事

態
対
策
本
部
条
例
の
制
定
、議
案
第
３

号
常
陸
太
田
市
国
民
保
護
協
議
会
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
の
提
案
理
由
に

つ
い
て
は
、武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関

す
る
法
律
が
、平
成
16
年
６
月
18
日
に

公
布
、同
年
９
月
11
日
か
ら
施
行
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
条
例
を
制
定
し
、自
治

体
レ
ベ
ル
で
具
体
化
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
が
、条
例
の
認
識
と
協
議
会

の
委
員
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

�
　
市
長
　
テ
ロ
対
策
と
し
て
、
国
・
県
の

指
導
に
伴
っ
て
国
民
保
護
の
た
め
の
法
整

備
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
受
け

て
、
こ
の
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律

に
従
っ
て
、
当
市
と
し
て
も
条
例
を
制
定

す
る
も
の
で
、
武
力
等
の
攻
撃
事
態
に
対

応
し
て
、
避
難
、
救
護
、
救
援
、
あ
る
い

は
武
力
攻
撃
に
伴
う
被
害
の
最
小
化
を
目

的
と
し
た
の
が
こ
の
国
民
保
護
法
で
あ
る

と
い
う
理
解
を
い
た
し
て
い
る
。

　
な
お
、
協
議
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
等
に

つ
い
て
は
、
た
だ
い
ま
の
と
こ
ろ
、
30
人

以
内
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
市
の
防
災

会
議
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
想
定
し
て
い

る
。
自
衛
隊
等
の
参
画
が
必
要
で
あ
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
国
・
県
の
方
か
ら

は
、
ぜ
ひ
入
れ
る
べ
き
と
い
う
よ
う
な
指

導
も
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

国
・
県
の
指
導
に
従
い
進
め
た
い
と
思
っ

て
い
る
。

�

　
問
　
議
案
第
41
号
平
成
18
年
度
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
の
予
算
編
成
に

つ
い
て
、旧
４
市
町
村
の
国
保
税
率
の

ま
ま
不
均
一
課
税
を
行
っ
て
い
た
が
、

税
率
の
均
一
化
を
図
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、歳
出
に
見
合
う
歳
入
の
確

保
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
伺
い
た
い
。

�

　
保
健
福
祉
部
長
　
旧
４
市
町
村
の
税
率

の
ま
ま
不
均
一
課
税
を
行
っ
て
い
た
た

め
、
そ
の
税
率
の
均
一
化
を
図
る
も
の
で

あ
る
が
、
地
区
に
よ
っ
て
は
大
幅
な
税
率

改
正
と
な
っ
て
し
ま
い
、
被
保
険
者
に
多

大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま

う
た
め
に
、
平
成
18
年
度
に
お
い
て
は
、

旧
常
陸
太
田
市
の
税
率
に
統
一
す
る
ま
で

に
と
ど
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
保
険
税
の
均
一
化
に
よ
る
歳
入
増
を

も
っ
て
し
て
も
、
保
険
給
付
費
の
伸
び
に

よ
る
歳
出
増
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
、
本
年
度
は
一
般
会
計
か
ら
繰
入

金
の
増
、
さ
ら
に
は
、
支
払
準
備
基
金
取

り
崩
し
額
の
増
に
よ
り
、
予
算
編
成
を
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
回
定
例
会

常
陸
太
田
市
移
動
通
信
用
鉄
塔
施
設
整
備
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
国
民
保
護
協
議
会
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
中
小
企
業
事
業
資
金
融
資
あ
っ
せ
ん
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
西
山
の
里
観
光
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
水
府
竜
神
観
光
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
水
府
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
水
府
竜
神
ふ
る
さ
と
村
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
里
美
カ
ン
ト
リ
ー
牧
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
里
美
温
泉
保
養
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
西
金
砂
そ
ば
の
郷
、
西
金
砂
湯
け
む
り
の
郷
及
び
物
産
セ
ン
タ
ー
こ
め
工
房
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
総
合
交
流
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
及
び
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
公
民
館
の
設
置
及
び
管
理
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

常
陸
太
田
市
水
府
地
区
特
定
農
山
村
総
合
支
援
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て

茨
城
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て

茨
城
租
税
債
権
管
理
機
構
規
約
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
常
陸
太
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
六
号
）
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
常
陸
太
田
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
常
陸
太
田
市
老
人
保
健
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
常
陸
太
田
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
常
陸
太
田
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
常
陸
太
田
市
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
常
陸
太
田
市
戸
別
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
常
陸
太
田
市
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
常
陸
太
田
市
宅
地
分
譲
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
常
陸
太
田
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）
に
つ
い
て
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